
!l<1期~第
阻銅の大別

細別小畑

一区画形成

3 治 跡

A 内裂北外郭官街の変遷

さきに各区ごとの遺構をとりあげ，その相対;11~ ( ~を盤思した。本市においては，遺構をとり

あげるまえに，瓦 ・土器の編年を概観して，およその絶対年代をかかげ，迫柿に年代をあたえ

否開の-w，とした。

ここで内部北外部の建物の造営期を却 1-血用lに大別する。部 1jtjは， 中lさがまだ築地によ

って凹まれていない時jgj，出n朋は中!Kが然地で閉まれており， 'fri守地区として品も整ってい

る時期，そして部留期は中区が築地の阻みをフしなった時期である。 a1 • tffnの各期には，

さらに小さな時間!蓋が指摘できる。 部 1期は 2小j聞に，招日間は3小則にわけられ否ので，て

れぞれを部 1-1捌，第 Iー 2期等とよぴわけておく。以下，各時削闘に睦物の配置 ・特置の

置遣をたど各 ζ とにしよう。なお，ζこでは先に相対年代を整理した障にかかげた以外の建物

をもあわせとりあげて時期を比定する ことにしたb、
!II! 期

!11 I I明においては， まず市庭古墳前方部を破壊削平し，同様を埋めた桂整地をおこなってし、

る。しかし出 11mには，東西線S.'¥486の北側-mはとくに細か〈区画することはなかった。 L

かし，東 ・西は， 内車町東 ・凹外郭観を画するSA705・SA8171，あるいはその前身となった

施設によって，それぞれ画しており 』一つの区闘を形出していたと考えられる。この区画の車

西匝雄は約285m(冊。尺〉である。この区画の北を限る施置は，別査地域内には検出されてい

なし、。しかし!前日期の北而築地と同様調査地棋の北側にJ1，る現在の京国道路の下にイf花Lた

可植地もあり1 その似合，北限施設と東西堺SA48Eとの距離は恥83mとなる。

なおSA48Gの北 9mには東西時 SD2098があり， ζれは閉口JVJの市問盟地袋成に際して埋め
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られている。この出は，区画町市阪と関連するかも知れ令も、。

出 1J切には， この広い!日目の仕かに員II物が政側 あったにすぎ令L、。 rl'匹I!Y半部に 513508・

SB509， 車学部iこ， 5131000'8131080田S1l2131・井戸SE2128がある。このうち8B1080と881000

とは重llI-rることによって共有しえないことは明確である。 SEI080がSEIO凹に先行すると考

・える。また， Ss 2131は間もなくこわし，藍地の後.JJ'戸 SE2128を設けている。乙うして，

SB1080， 8132131を却 1- 1 JV]， SslOOQ， SE2128を出 1-2 J目と区別できる。

ttI則の睦物のなかで，中心的な役割をはたしたとみられるのはSB1000である。 ζの雄物 SB100。は

中心建物
は内真のJIi・画外郭線町中央にたち，また.JK画的北臥を1'-1査地域に北躍する東西道路位世に

想定すると ， 南北方向についても ，北限と班西堺SA48Gとのほぼ中央にたつこと になo，な

・ぉ，内裂斑 凶外邦線の南北小判線は，内出の市北中軸線とは一致せず，前者は技者の西 (}m

にある。 581000が東・回外部線 h1の中軸線に軸をあわせている ζ とは注意曾べきことである。

このほか出 I期あるいはそれに先だっ可能性を もっi立梢として東区にtfiSX801がある。

第 E 期

第nWJにいたって，内国北外邦地域は起6盤備される。 L、ま，その中継をなす中区からはじ

・め，ひきつづいて西区 ・京区の藍還をたどろう。

中 区 山周に築地〈球内約180m，m~t約75m) をめ〈ら し蜂黙とした計画で建物を間し

ている。部 IJ- 1 J田では，築地内部を 10尺単位の方阪でj也閣し，これにしたがって睦物を配し 10尺の方眼
地割と等間

ており ，しかも主盟建物は住IWI寸止を10尺等間とする ことを特置としている 0・g.54)o513501・

t'ig 国 第 H-I'2朋の十尺:;ljli~地割

SB585 . Ss960は，南面築地から30尺へだたってたち. 58501は西面臨地から20尺へとたって

• ~'Q 。さらに 5ß501 と A13586との間制は80k ， I'iHlII摂地にlJiJ< 21"J (SIH89， SB57a)附のし、心

距離は10<1尺，Ss585と58臼Oとの間隔は35J<!となっている。なお第8-1捌には 1尺=却 5四

" 1尺
を基噂尺にしたとみられる。 =29.5cm

第n- I別に，t，，!"、ては，このようにして，88501・Ss585・Ss540が，中央に空間地を とっ

。宮沢智土「平身長宮の3虫剤込ついて (2)jr大府由化研究』費11 2~tl~ 8 培(I967~r-) p. lI ~l刻。
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て国刊さ札， Ss日Sの西側柱列の両端iこは携がと りついており ，北緋SA618はSB540に，商務

SA5曲は陶画祭地にそれぞれ通して，中央町空間地をとzしている。両携とも大きな柱掘形を

Ss副1Iま 6ち，また柱問寸法も 10尺で方阪地割にのっている。これら挫物のうち，刷付辿物S回01が中
中心建物

む雄物であって，Ss585・Ss540(内部に収納施設SX5Hをそなえ o)は倉庫であろう。

中区東半部には，倉庫とみられる長い建物SB960があり ，その聞には目隠携SA965があるo • 

また井戸SE2128の周回には，方形町務SD2126をめくらしてb、る。しかし中区東半部は大きな

宣j也となっており ， その南半には，ごみすてHl土級(SK2J02)が何られ，すく埋められる。

いま列敬した出物のうち， SB540を除〈 挫物は， 市峰子f噴の同滋を組めたてて造成した地盤

にたってお り， 条件怒く 耐久性が短かった ら しL 、。摺 11- 2 1U1には ， 姻立桂五~物Sn日5を撤去

し， 細iL柱也物SB219Qをたて I ほかに 2棟の礎石睦物SB590・Ss600Aがたった。また西端近事

くの58510をとりこわして，SB523をたてている。これら郷11-2JQIに新し〈たった建物は，

10尺方服地割にほ日したがってはいるものの，厳慢性をうしなってい否。また抑 [- 1期の建

憂い基準尺 物とは迎。てa柱IUl寸法が10尺ではないものが多し また i尺=29.7-30.0恒等，:l'H、基準尺

を'1!勺た也のがあらわれている。

Sn日5にともなヲ市 ー北町塀6はずし，その直前20m(臼尺〉のところに新し〈磁北第SA630・
を11'った。 ζの携によって中区は西学部と東学部とに明確に区別されることに仕る。なお南北

S尊から西に携8A63lがのびてSs臼Oにとりついている。これら携SA630・SA631f;t，車"- 1

朋の市税 ・北携とは直って，柱姻形も小さ〈柱問寸法も短〈生っている。

中区東半部においては，SB960をと りこわした世，1割付Il!物SslO15がたち，植樹は一変す

迫 /.'，1 棟方1:')と建物の組頭 住町行間x同霊数行 ~l行総μと繁行総長

SB489 )，1[凶棟 礎石建物 1 (陳I"J 3.0m 

5B501 lI!凶棟 熔立住友II物 ，，' 20.65>< 11.8 

511510 問jじ制l iiil立住友II物 "2  8.85X 4.72 

5B540 京商惚 !~立位建物 18x 2 52.33x 5.88 

5B575 東凶斜! 礎石建物 1 (僻)"1) 3.0 
SB5a5 南北も~ 掘立位弛物 !3x 2 拍 .35)(5‘9 

58717 m北倣 鋸立柱列:物 " ， 9.0 x 7.8 

SB795 東西線 磁立柱建物 7)( ? 20‘65>< '~ 

SB8ω 東西棟 倒立信組物 " 2 7.00>< 4.72 
58叙説。 間比棟 掘立柱雄物 lJ x 2 32.45>< 5.9 
Ss2225 南北棟 指il柱迎物 "2  5‘7 x 4.2 
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る。 8E2128は存酎ダるが，周りの方形の碍8D2126はこの小則をもって纏めている。

描 11-3期には，88501をとりこわし，改築によってJl(・西両而に刷をつけたS8600Bがこれ

に代って中区西半部の中心建物となる。 8s2190も倣去し， S82181をたてる。中区東学部にお

いては881015に代ってすぐ南に88970がたち，また，中央北辺に881135が，井戸の東方にS8

・ 875がたつ。なお，掠 H← 3期に新し〈 たった陸物は.10尺方自民の地割に Lたがってはおらず， 酉芋!¥!と東
半認の遣い

また1尺=30.0cmの基準尺を使ったものが多L、。そして柱の掘静が規して小さくなっているo

出fIJlIJにおける中Jg四半部と東半部とを比較すると 西半部では8s501• 5860013など，正

殴ともみられる胤付睦物をあいついで作札広湯をかこんで， 官~，とみら れる長大な挫物や殴

石雄物を l!!!~ と 肥し亡し 、 否 。 いっほう東半部では広〈 空!日i地が~き . ll!物はす く なし、。 JI[半部

・の'1しむ雄物に相当する ものは，揮11- 21PIには国寄りにあるが，節目ー 31日には中央北寄りに

移っており ， 四半部における状況と は熱った状担をみるこ と ができる。 ~r田地の !何寄 りにごみ

すて日が集r!'して作られていることも特揖的である。回半部と対聞して作車場的公性絡を相定

ナることが出来ょう。こ うして部E聞の中区には 1つの官置があり 』四半郎東半部はその官

帽の中でそれぞれ拠った臨能をはたしたものと考える。なお，rll!Kに存杭したと考えられる こ

-の官街は抑11l1liをつフじて，漸進的な望rl!をとげているとみられるのであって，大きな繋附 ・ 漸進的変遷

世作を迫湖の上でうかがうことができなu、。 このことは，内国北外郭地級生体の世絡 ・型rl!を

考える上でも住芭すべきことである。

迫 初 l1i!方向と建物の砧矧 絵担立間x間墨数江 お1行III長×繁行III長

58497 南北線 擁立柱建物 以S上" 11.以8土x4.72m 

印 刷 Jlr同僚 鋸立住建物 )，. 20.65x 11.8 

58523 附北棟 据;;tH濯物 4x2 7.2 x 3.6 

511540 Jl!l担割[ 鋸立柱越物 Isx 2 52.33x 5.88 

511555 1ft北側 E宅街!i'物 9x2 26.a5x 5.32 

58590 !符Jヒ制; G讐b建物 3x 2 1!. 7~x 6.5 

5B6∞A 市北保 G理石建物 6' ， 20咽6<lx6.5 

58710 !I!回糾! 1m立tJ建物 7 x ? lB. 76x ? 

58730 南北線 樹立位建物
以6上'. 17.6以2主xll.8B 

SB805 南北側S 掘立宇i挫物
U 2 K 

" 
5e9U4K X5咽3

58sl5 南北線 掘す十l組物 5x 2 14.85x 4.74 

SBI015 東西棟 鋸単位建物 6x3 24.0 x 9.0 

5BU臨 東西線 t組立柱建物 5x4 10.5 x 6.0 

5B21同 I旬jt棟 機立住建物 '" 5.9 x 2‘95 
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西 区 西区には，部 IJIIIにぞくする雄物はなく ，揮ll-I期にも南北塀SA570をみと

めるのみである。そして，知 U-2~ m躍iを通じて建物は 6 槙しかみとめられ r ， 他区に〈らへ

て建物の分布密度が小さし、。また中区にみた10尺方限地割は，西区ではみとめられなb、。

西区に中心 第日ー 2却lにはSs555. SB497の2嫌がたち，出rr-3即には5s497をとり乙わし，位世を北
建物はない

に移してSs498がたつ。 SB555は，能柱をもち，9 fi¥lの組倹をもっ点で合..と考える。西区に・

は，建物もす〈ないうえ，正闘に相当ずるような中心雄物もみいだせないことから考えると ，

西区のみが独立して i官街を陪成することはありそうもなL、。

東 区 西区と封間的なのは東区であって，内裏車外郭築地と南北築地SA838とによっ

て，東 ・酋を画するせまい空間に多〈の建物が横揺している。ただし掠 1J朋にぞ〈する誼物は

確認できなb、。中区にみた10尺方恨の地割を係mしてい伝いことは，西区と同様である。 事

部 U-1剃には北部りの中央にSB795がたち，南半に Ss717・513808がたつ。部 ll- 2期に

入 oと，上記の 3岨をこわし 4機の雄物を藍然と配列する。すなわち，東北部分に5B730が

たち e旬35尺をへだてて，その東側柱列と班長住列とをそろえてSB710がたつ。西側にならぶ

SB805・5B815はa西側柱列をそろえており ，Ss815は，車のSs730と荷主柱列を 線上にそろ

えている。これらの雄物円っちSs730のみが桁行梁行方向ともに柱問寸法を 10尺にとり ，他事

。品、ずれかに8尺 ・9R等聞をまじえている。これは東区の而割がせまいことと関連するかも

しれなし、。なお，58815をたて否に先だって，土易産SK820を掘り』そしてすぐに埋めている。

東区の建物 揖 0-3期には， 郡日ー 2月lの建物をすべてとりこわし，新しく小説院な組物SB765田 S8
密度は高い

708をたてている。京区は，一部を調査したにす ぎないが，建物の核世はr.'i< ，小時期ffIにす

治 情 棟方向と組物の値1Ji 柱桁行間間数行
H畢 高t行鶴見x襲行健民

5B498 *北側 倒立粧Il!物 5x 2 12.0 x 4.8m 

5B523 南北隣 鋸立柱建物 4x' 7.2 x 3.6 

5B540 *丙棟 揚立住総物 18x 2 52.3Sx 5.国

58555 前，11小 砲utl!物 9x， 2{i.55x 5.32 

58590 南北棟 礎石泌物 'x' 11.79x 6.5 
58回同B 南北棟 礎石油物 6x4 19.5 x 13.0 

587凶 lliil日制 S自立柱lli物 5x? 1l.9 x ? 
58765 東西棟 搬立柱建物 'x' 11‘85x 7.35 

5B875 南北側 鍵石雄物 3x' 5.85x 3.9 

58'却 !l!凶00 lil立1，.他物 'x2 12.65x 5.06 

5B1135 東西棟 倒立住建物 7x3 19.67x 8.43 

582181 南北隣 礎石建物 ，x， lJ.55xι3 
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在したことをおもわせるのである。

第四期

勺かりたてなおしていること也特置的である，このように，京区仁は 'I~IKとは典った官衡が所東区 中区
lま別の官衡

中区を凶んでいた築地が出された。しかしこの時期に作った構が，築地に泊っていることか

・ら，築地の出跡が残っていた可能性はある。市北塀SA630(，撤去し ， その車20m~こ新しく íÝì北

~lSA950を設け， こ れによって中区は依然として東・ 剖にわかれている。また，京区の凹を眠

る築地SA838は，なお存続していたと考える。

第回目lにおける内裏北外郭地域の珪物は，西方 ・中央 ・草刈の3務に分けら札，各群とも中 西 中東
の3建物群

U 控物以下監槻から成り，またいずれも井戸をともなフ空間地をもつことを特徴としてい否。

・ まず酉方建物岬は，固区のS13520・Ss55Cと，中区西端の88502・Ss515から成っており，草地

をかこんで一群を会し亡も唱。このフちJ/!ntきのSs502が中心建物であろう。 Ss520は内部に

収納施設SX521をそなえ，倉庫とみられる。なお乙のllN刷ま， t主に耳l・市両面に聞をつけてお

り，また身舎の一部に礎布告抑入してL唱。井戸SEU78はこの時則まで世川したと考えたL、。

中央建物群は，中区西学部にあり ，Ss1055・SB2170・802140・S13845を，弁戸SE2128を中

. ，(..として広い空間地町周聞に配している。胤I付き SB1055が中心建物であろう。なお，'1'央建

物群にともな う碑SD890は斜行の後， 市析し，さらに方向を変えて凶に航れており ，問コ行出

物群の瀞SD536もこれに合している。

東方建物鮮は東区にあり ，酬をもっSB780の東 ・回同協に小建物SB750・Ss818を世〈 。

以上かかげたように措IllI聞の建物は，部u朋の官面的性絡を脱していることをおもわせる。 官衛的住絡
逸脱の傾向

i自 l持 悦)jlo.Jと雄物の曲ui 住利行間x間1s数行

58502 南北僚 掘立柱建物 5x4 

58515 南北棟 姻';L柱建物 2 '1 

Ss520 }/l凶倒{ 鋼玉乙柱 li!:!石ill物 6" 

58550 耳I凶楳 樹立住建物 3x3 

58750 耐~t棟 樹立住建物 1.1 

587.田 東西棟 拠立住建物 6.' 

5s818 樹立怜建物 1.1 

5s845 I河北棟 倒立住建物 5x2 

5sI055 市北棟 {程立住雄物 7x3 

5B2140 東西側 姻立住雄物 3'2 

5112170 東西棟 』担立柱建物 5.2 

E22ロ
U .-巨百H 叫

"糊

口
問 ι

口
叩 ヨー伺回

制J行総長x梁行総長

15.0 x 13.5m 

5.6 )( 3.9 

17.1 x 9.0 

7.2 x 6.3 

3.6 x 2.6 

15叫 .10目

2.65x 2.65 

10.5 x 5，1 

13.69x 7.43 

6.63x 4.72 

11.85x 4判

一一.. ・ー・ + 一一一一ー一一一一一一一一ー一一一一一一、

Tah. 30 t古田WJの主要雄物 Fig.58 t411J1lJの建物配殴
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第 1-2次
移撞の想定

「第2次内
裏jの造営
年代

B 内裏北外郭官街の絶対年代

内夜北外獅地域の宜置を極観したいま，出 I-IIIJ闘に年代をあたえるにあたって，本調査地

域と栴按にかかわる錦2次内高地域の産量 ・年代を瞥見しておこヲロ

さきに， 官暗中世に稿1醐m挫の「出 1次内裂J• r蹄 l 次朝lZ~-tJ が存在し，これがのちに京

都りのところに移札 「酷2次内裏J・1m2次朝宜院Jが適世されたと想ぷし，天平末年μ陣事。
に移挫した可能性を考えた。

しかしそのfι 調査研究の進行にともなって，内国 田制堂院の宜遣にかんする解釈にも度化

を生じてきた。まず先に指摘したよフに，軒瓦の年代観をあらためることによ勺て， r餌 2次内

裏」の造営年代は天平元年以降にはきがりえず，むしろ神也元〈η，)年の迎武買阜即位を目原

" とした養老 5(η1)年ころに拍まる池宮となる可飽性を考えるにいたっている。また，築地回事

廊でかこまれた 「揮 2次内裏jに先行Lて，ほ日1"1&置に掴立柱語障によって方形にかこんだ施

" 設が存在したζ とが凹らかになった。今回検出した東西場SA4861ま，その北耐部分にほかなら

ない。いっほう，詰 1次内拠地域には，設良時代初めにさかの日る内真相当の建物配置はみと

" められず，大鑑世相当の規模をもっ1&壇建物が存在することが判明した。 ζの結果，第2次内

現地域における拙立柱緋の聞みのパlに1 和銅訓及IIの内型が存在した可能位も考えられるよう に・

な勺てきた。さらに，部 i次内裏地域には，奈良時向;1ミないし平安時代初めにぞくする，内型

" あるいは平線上長調花所相当血俣の建物配置を確認した。このよヲにして，平波宮の内誕 ・朝

立民主避の~Wは，従来よりもかなり WJ自になってきてし4。しかし車砲それを位合的に把握

するまでには‘、たっておらず検討は進行中である。したがって見状では，r揮 1民内高J'r揖
地憾の仮称 l次朝主院」・rtn2次内l!lJ・「摺 2次樹立民」 を， J也棋をあらわす匝称として使用し制ける こ 事

北外郭 と
「第2次内
.J 

とにしfこも、。

内真北外郭地域は，大腕惜の所在を組定した地域の直に接し，そして部 2欽内装地棋の北に

時悼するところに位躍す答。そ して中区にめくらした築地と， r釘 2次内誕」明地回出との位置

関係は，向型北外郭地域が内耳とよりY密接公開係をもった蓋然性を示唆する。中区の築地内に

10尺方眼地割にしたがって盤然と建物を配した期日朗が，築地l己闘にかこまれた「酷 2次内高J・

削守則に相当する ことは まず跡、がなb、。この時則の阿地域の悔接な附辿を炭砿するのは問地

城に共通ずる軒瓦の組み合せである。 6311A・86304-6664D. F町組が，岡地棋と内誕車外郭

地械とにおける出土軒瓦を向車し，大m職地域において6133A""'"D-6732f¥・Cの組み合せが

代主的な軒瓦をなし亡い否ことと対閥的であるこ とはすでに指摘したとおりである。内拠北外

朝』也減が，部2次内3拠地域および内忍tm外郷地域とほぼ同じ慣に大規模に造営されたことは確 e

1) 1平成宮報告 11J pp. 111 
2) 騰!<武者麻日が阿;j'.9月に品宮卿ι任ぜられ
ているのは， ζの造営に係るものと考える(I!，1;
矧食料 'J瓦制 2解説pp.1). 

町阿部議乎 '1'斐忠彦「平隙宮跡藤原宮跡の
宛銅別査J 縦ヌ~W 1次内l!!(第72次調査)1年報
19ηJ pp.26，吉国恵三 岡本来三 f平おま宮跡
とその周辺の発指調査J推定第 1次内製大恒
敏区域の筒受〈第75. 77次調査を) 1年鋭1973J
pp.18 

り阿部申告書 「平銭高跡 通告原宮跡の発御凶
査J (前掲)p.34~35. 阿部後平「平厳官の内
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~~斗l泊四宮与H研兜，'i!l~ 11 J (祭良国立文
化財研究所宅詳細tl122側，197が刊 pp.69. ~'i本
長二郎 川II!!俊} 高額要ー「平易実宮跡と平厳
京跡の発御調IeJ推定第2次内裂後宮 〈甥n8次
11調査JI年侭11975Jpp. 11.阿部が区輔の規模
を東西叙"尺 (177m)，m北師1尺(195m)と
考えたのに対して，宮本は区闘に時期益をみと
め，まず 600尺4方の方形巨画があり，後に斑
にず九て東西600尺南北.630.尺の区画に変った
と考えてい..

5) 古田岡本「平波宮跡とそのm辺の発銀尚査J
ぐf向m->p.24でC期とよんでい..



実現してよいであろフ。

平嫌官の主主13な軒瓦は，軒丸瓦 ー軒平瓦を 組としてデザインし製作したものであるロこれ

は随時ではなし大規侠な造営計画の 環として踊しく盟扮したものに違いなも、。第 21><内裂

地域 ・内耳北外郭地埴 ・向型車外郭地域に共通する6311八 B， 6304-6664 D • Fの剖み合せ

・は，神厄元(724)1F-の~武天皇即位を目標とした新世 ー 改造に惜して新たにデザイ γ製1'1 され

たものと考える。 ζの造営は，養老 5(万円年ころから開始されており.m武即位後もひきつ

づいておはわれたようである:巾闘1怖の:l:.!IJlSK2102 -(-11¥土した木材馳)1，，)1fiI文仰

木間 ・ 大];):の愉庄 ・ 木材H は，己う して繰拙的におこなわれた池宮工I!~に係るものであって ，

皿金Aill上文;!I木町の紀句である神地 6(729)作は，その造官年代の一点をしめ切ものといえ

ホょう。このようにして，話II)911ま，築地但廊にかこまれた 1-;存2次内泌」の時則に相当o.義 第E期の
絶対年 代

老 5(721)年ごろから後良時代末にいたる剖余午!日1を占めるであろう。前日l闘は 3小刻に分け

ている。 ζの60余11:-J日lをほぼ201手前世に叫りつけ，改作の機会を年出 iにもとめると ，出ll-

21明は天平17(745)年に型武天皇が恭仁 ・:f.マ写楽 ・短波を慌てl1.ititlした障に拍まる造営，揖11 第E期3小
期絶対隼代

-3捌は天平宝字 5(761)年の詔にみえる改nとそれぞれ係るものとも考えられよフ。

事 内耳Jヒタト弱地域とt(J21><内裏地域とのも管按'.関連をirrmし1 岡地域。、造営の悶H:をともにし

たとする与えにたち， I ~.記のように第 " J~Iの 1f. f~ を J七両することによって. fi11則盟国則!の

年代はおのずから決定する。

自，11JUIは. ~12 次内現地域に方形。こ掛立柱塀をめくらした施間(内裂か竹が存了仁した時期に 第 I 期の
絶対年代

相判し，平止占遺留を開始した和制元(珊〉年ころから習を老5開 1){Iころにいたる10余年間

掌を占めるであろう。

描IIJJ聞はj 部2次内爽地域が内裏の闘能をうしなった時期に対応し，いちおう ，平城上島町 第四 期の
絶対 年代

'1代， すなわち大川 4(加の 年ζろから王長元(t124)年ころまでに相当するであろう o ，こだ

し，この場作には節目1mと第四期との問に20)民年間の自由をみとめ否ことにな名。

以 kにかかげた年代艇を表示し， 克 ・土保の隔年と対比し，また大腕軸地域の編年にもちい

・た世世J闘名と対附しておく (Tab.31)。軒瓦編年の時期区分は， 浩世J聞に対応するものとして

設置したものであるのに対して，土縛の:'t::j ~tふその級車同T代の i 点ないしあ否即'11日lのみをし

めしているにすぎないことは先述したとおりである。しかし，それにもかかわらず瓦土禄の

副午には，およその対応をみとめることもできる。大臨職地紙の編'1との対闘によって明らか

なように，部u-}期士事，同ーの表記桂をとりながら，しめす年代には眠いちがいを生じてい

. る。したがって以下の記述においては，大臨戦地域その他の地繊の造営捌をしめす場合におい

てι，すへて内高北外潟地域の造営l例名におきなおすことにしておきたb、。

ζ こで内出北外報地域の互理を，土糠瓦の:'1代と対比し令がらいま一位ふりかえり ，若干 土盤友の

年代と対比
の補足も加えてお ζ ヲ。中~東学郊の井戸SE2128からは平Jlk';~V [] の土特畑、 11\土しており ， ょ

のJI戸の年代の下限が子安時代に下ることをしめしている。しかしこの井戸の則聞をめくる方

$加の昨502126には.n主計 I のオ ~~と数多くの藤即、別式軒瓦が才'F(Eす õ ことから，井戸白{小

は部 1J別にさかのぼる ものと盟解した。 502126のげ』の下聞はヤ掛町 IIJでああ。したがって第 I 期

6) rW~J資料川正樹 2 解絞〈前褐) pp. 1 
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和銅元 7曲

fi 老 5721 
神地元 7201

天 平 177日

天 平 20H& 

天平主宰;;76! 

立屯元 770

延 陪 S7114 

揺 /f!} !3 794 

大 同 4 8凹

天長元 824

内爽北外
報追常捌 !f花

n -[ 1 1 0 

D-21 l' 

n -3 

I m I 

w 

v 

土 @ 大地腕位厳期

平娘宮 1

戸平域宮E
1 -2 

. '1主l!;t~\ul 

ー平城宮N

巴‘平誠官V

. ~llM.古川

ド域別¥1 日
Tab. 31 平波宮1i:土保内夷北外郭組物編~r:の対限

この間は却 11-2期をもって終ったものと想定でき<;。

700 

721 
724 

H5 

H8 

761 

770 

704 

79"t 

8四

624 

第ll-lltl UIlI-l即jには，中区東学部南半にごみすて穴(51¥.21田〉をItり， すくに埋めているo こ

れは由日-1期の造営に係るごみをすてたものであって，再三あげてきたよフに，神地(万9)

6年記年の耳金具進 t文担l.木材進上士曾など造営にかんする木簡や，λI北町繍庄 ・木材を鹿

業している。そしてこの時期の造営に使期した軒瓦63111¥・B-6664D ・ド.6313' 6314-66 ・

66・6685，および平波宮Eの土器を喫めている。

中区四半都のSs501の佐観形額土からは，半銭円 1(あるb、"平城宮目か〉の土総，その柱抜取

り夕、から{ま平城下frrrの土器がそれぞれ出土しており ，このlli物が節目 1 JIIから始まり第 11-

2則まで盗， <とする解釈をささえている。

第11-2l111 ZfHl- 2J国には，東区では王予末年ころSK820，(1)区班半部ではSK2101をそれぞれ仇 り.

すぐに埋めてい否。ともに平城宮Eの士宮雲を包含する。

第s-3細 部1I-3加に係る土総町料としては，中区西孟幹部の井戸5E.2278の土器がある。平城宮Vで

ある。中区東半部の土域 5K870およびそれに南桜する土繍5K869(ともに三宮告は平易貧富V)が，

5B875の班とl句とに接して， ιれをかこむような形をと っていることは，この述物町存者主を立

揖したものかも知れない。なお，SK870H:土の I内袋盛所J品目土認の存在は，奈良時代務愈

りころまでζの地埴が官面のー画をなしていたことをしめす資料である。

第 四 期 郡田聞についてみると，中央東方の両産物欝にぞくする各井戸から平按1{VIIの土需が出土

回数年聞の
空白がある

している。升戸 SE2278の土器は平城下，¥"Vであるが，労戸さらいせずに使用しつづけたものと

考え.両方建物群に所属する ιのと理解した。西方 ・中失問縫物群に係る間5D890・5D536

5D4.87の土器は，いずれも平成宮Vである。このように，各労戸 ・各冊の土保が平城官Vにぞ・

くしている事実，そして平被官Wの土椛をもっ遣l障が本向査地域にみとめられないもh貨は，出

u JUIの末，すなわち祭H時代末以降，平総上品の年代までの20111<年間，内高北外郭地棋が肱裂

さ札， N!川されていなかった可能性を示唆するものといえよう。
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平安宮内裏北方の官街C 

平波宮内型北外郭地績の性総を考えるにあたって，平宜宮における内裏北方の性織を倹討す

るζとにしたb、。平城宵 ・平安宮の盟物配世十こ多くの相j量点がある ζとは，すでによく知られ

すべて 10世紀叫昨のものであるから，ている。その上.'r官官円建物についての文献問料は，、
ζれらの前料の検討成畢に多く を則持すること は出来なb、。しかし，平城7Jf内田北外郭地域に* 

この地械の性的をみえる 1，で一助となろヲ。その検討は，l到する文献が皆無である現拍 ，

平安官建物
配置の資料

内裂と中盤

九灸家本 『証耳式』官l成国(以下!九条家本図と町出)・陽明Jxli'i吉岡 『1ml減問J(加明文版本lヨ

" と略記〉干の古図をみると， 西から買に闇林Vi・桂芳tJj・華ク7
i:t 

I"J 

内国に北接して，平安引には，
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間 耐 li'l'm叫 問

『和名!ti泌妙jは仙勢幼が都労紡の東と"記.2) 『平成官報告!ll.lPP鉛， PL. 20~23o 



2) 
坊の三坊がならび，内亜の西には，巾和院が，そして中和院の北，三訪の西には内膳司・ 5Rft

司がある。内高および，三坊 田中和院 内勝司呆k官lの全体は，方需の世間を占めており ，

内裂を中心とす6中継部分と して周辺とは拠った地紙を形成 してい否。ここでltflされるのは

中 z文献にみる ro'illJの11iである n提出，較 Rに依りて桂芳幼に出ず云々，此れ中置也，都内田

と同じ云々 J(I丙宮担J~ 8) によって，桂芳tJ;が rrjlif(jであって，内買と同等にみなされて事

いたことがわかる。また，勧修寺家旧蔵古図の大内Iil図には，蘭林訪の倒所に.r"，世虫居j

といヲ型:'lがある。その他の士献からも，三叫が中置とよばれた乙とは明らかであるo

ところで，内説 ・三劫 ・中和院 ・内問司 ・景女司を包括する地域は，全体で方陪をなし，そ

の問辺とは興った中継部升をJUJおしている。その賀半部印t裂と三坊〕と西半部(中和院 内桝司

釆女百nとの問には，とくに悶はなL、。『伶芥抄』によると ，この全械を間む堺の，荒面にひ・

ら〈珪春1'1は， r高得'il"j陣J，西扇にひら <liV:門が， r右衛門陣」 とそれぞれよばれるのに封

応しており，この区域全体が，ひとつのまとまった空間として理解されていたこたことをしめ

している。そこで，ここでは， r中前」の語を，内'i!・三vi・巾積院 内酬iiJ 呆女百lをとり

阻む範囲として値うことにしたb、。

u 閥林扮・ 桂芳坊 ・輩芳坊 * 
蘭林 ・桂ラF・端芳の三tJiが，このよフな雅名でよばれるよ うにな勺たのは，おそら〈弘仁9

年 (818)4月皮肢の，r世i国及び諸門之号を改J(1口本紀略J)めてU後のことであろう。なおv

房 と 坊 『和名餌車妙』は，三訪を居処部居宅類でかかげ， rj;}J宇をつかって説明しており ，r幼」 は

却lに教聾坊以下陶化的までの，京内の fまち」の意味にあてている。したがって三坊は，本来

正しくは房名でよばれたとおもわれる。事:M，後摘の文献中にも rDiJを!lI.、ているものがあ ・

る。 しかしここでは，慣例jにしたがって 「坊」を山川す否。以下，三tJi治旬、かなる臨能を果し

たかを，請文献によっても先制する。

蘭綜坊 聞休幼は，内田北門であるま岬/"Jから剛τvr引こむかう過の，西側の区画全体を

占めており， 三訪中最も大きL、o j仮面の市.~ヒにニ門を聞いている。陽明文庫本・九条策本両同

とιに，東西棟の'1'心世物を画きa後者には「成」体にて 71m2面とあることを付記しτいる。 傘

.. .所 『和名抄』は，蘭休坊を「式乾門内の買に在り，今分れて凪作所と為す是也Jとしており，醐

林崎町一部分が， いつの頃からか掛』所として班われるようになっていた ζとをしめしてい

る。 『監謄』罫承 2 (1107)年間10月四日の記本に，依院の調i1f等を聞林の櫛放に収めたとあ否

のは，上記の棚田所にかかわるものであろう。闇林訪にかんする記却をさらに追うと ，r品秩

記』 天永4{ I !l 3)11~3 月 14 日条には， r樹林wの閣議を!1'ちて御物を取る云々」とあり， r玉荒』 ・

調度の収納 寿永 2(1183)年 8Jl20日糸には， r櫛術T多〈瑚林tJjに在り，是九大嘗全土時の掴物也」と記

されている。このように平安時代中 末期には，聞休却の中にB!fIがあったり儀式111の嗣拘を

おさめ6臓があったことがわかる。いずれにせよ，醐IIVjは，皇居に司自ずるものとみなされ，

~l庫や M珪の制度矧を収納する倉庫がおかれたー郭であった。

径芳幼 続芳的は， 主闘いlから蜘平門に向う遣の，班側の区間の西部を占めており，追を 本

へだてて醐林坊に相対している。=訪中.m2の大きさでめる。西而のit1・北に 2門を聞き，
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このうち南の門は「平門」とよばれている。陽明文陣本 ・九条軍本『延n式』とも に東問機の

中心建物を画き，邑者には，七間二田の付記がある。これは三時の建物の中で世も大きし、。な

お，rj] 心建物の北には， これより坦棋の小さ ~，w函棟建物を怖いている。

持芳坊についての記載は，平安時代のF1Ji:!・記躍にしばしばみえる。初見史料は版原忠平

・の日記『点目公記』の，証民 4(926)年 4n 16n条である。この日，左大臣忠平町峠で，当時

rj''Mであった臨原組子は，JI[1守(1'i.fljJ稼主，後の分J出天単〕をつれて， 11¥障のために飛容伶から

持芳肪にうつったとい ヲロ組子は6月2n，ここで成切l親王，町ちの村i天日を生んでいる。 中宮の出産

村上が続芳坊で生れたことは，r口本世紀』のほか，r本朝阜胤紹運録』も特記している。皇后

とはも、え臣滞日i身の紹子治、，内田ではないにせよ 「中宜のI;U!Uといわれる担 労訪で11:¥躍した

・ ことは異倒のlJHAであったようである。止l平は，以佳太油大I11になってからも，しばしば純芳

Vi<<直雌〈宿所〕として使うことになる(同年5Jl13R以降)01(i所としたばかりでなし忠平は ζ 大臣の宿所

こで'IT奏をヲけた。また ， 本来， 宜蹴障の~所でおこなっていた担位 ・ 除 11 の瞳をここで行な

ってい否 (r)1町公記』天成元年12月13日， fi王制附紀j同同条)。

.'~t予が桂芳訪に制したことは， r貞信公記』に以桂しばしばみえる。しかし，主鹿 3(940)年

• 3月21nを最怯として，その世，ここを刷所として利用する記事はみられなも、。それだけでは

な(，挫が宇f内の他の場所を計i所とした記引も なも、。年老いて言宗内の機会もす くな〈 なり ，'pf

内に宿泊しな〈なったためと考えられる。 '点日公記』は忠平が死白 1年前〈天肘2年6}]2Hl)

に 「桂芳妨を斑所と為す司き事」を記している。忠平がほとんど桂芳坊を刺mしな〈なってい 楽 街

たこの時朋にいた勺て，こζ を揮所とする ζとになっにのである。 なお 『和名穎聖抄』の枚出

・訪の現にも 「今，来7庁と為ヲ北liU とある。しかし同時すへてが当防庁となったのではなb、。忠

平町死佳約 1::-，の王師4年 (9日，)7月1lr1，tl芳幼は11太下型明盟王の耐雌にも f~われている。

忠平町子師輔の円記『九時』阿口条には，この川町事的を次のよコ に説明している。

皇太子の居処は!本来，政官〈平安官の常総閣にみえる東前.tJj• jlG前幼がこれに内る)であo.しか

し託事の初め ， 阜太T官別刻王(~ょ術 村上の長兄，母も同じ田下〉が東吉正で死去した後!東'g，;t破線

・ にまかされ，幼少の息子を住まわせるよヌな状態ではな〈な勺ている.その後，延長 元居老には!内;1
後宮の凝当宿舎を皇太子の制峰にあてfこ.この場合の良太子は克明'Jl1!王(のちの朱衝天良〉と成明観王〈の

もの村上X，")で，2人li'、ずれもそのω凶子の也白後に牛れている. したがって今阿の場合のよフに，

村上天皇の-t，仰で"った安下(天徳2(958) 年目白)の腕から JUた l~J平級王の応処に通j討 するわけにはb 、
か仕い.そこで考えるに，J::;:下で中鳴に門司を紛わる ことは点伐の代， 京大臣勝目，j¥J.Hilにはじまってい

・ る.これ令らぱ女御の胞とはも、え立太子した級王の居処を巾lfI内にιとめる ζ とになんら問題tまない.

このー且も ってまわったよう仕公卿の立且のなかに，r中前J(この場合は。間体桂芳裕芳の

三妨を指す〉の性絡が示されている。すなわち，'jlmー引は内iilとは同:rtではなも、が，中:ITi付トに

対しτは内高に格ずる施設である とする考え方である。ただし，皇太子山平親王の居処が肱克

坊にもとめられたについては，太皇太后担子の意向が帥も、た ζとは確実で，~.t.k=r- の外骨組宜

・にあたる出平以米，同坊をこの臨氏一族が山ってきたことに深〈かかわるのであろヲ。

『西宮記』には，大臣以下の刷所として 「コ ー11納古川胤，以l由，.-j也，JL岡山也」とある。 時

官可は，大内耳田中に職御叩可として内国の東方に見えるものであって，中日闘の所在すると

ころであり，職院ともよばれていた げ主代虫録』点観16(074)年2fl27日糸). r三代型録Aによ

れば，元陛 ・仁和の頃 1 太政大臣藤原諸腕は，献院を杭闘にしている。すなわち，911):紀怯サ

・における大阪の制所は，rj"'百(外にあったのである。 したがって，10j止紀に入って，忠子が持フi

坊を宿所としたのは内漢および向辺監舎のJ恥、方が変ったことをしめしており t 世閲脱原氏の
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J~çz門

一

.. 件r，jJJj(延 1 構 )íJ~(位、

Fig 田 平安官随林幼 佳芳.tJj.:!!i芳t'i ()内@属は九条本間 島U隠明文原本Rの実包

勢力の{中張を表わしている。そして道長の時代になると，位の直臨は内田そのものの中に賜う

ようになる (1御掌問自記J)。

このほか，桂芳t'jについての記載として住日すべきものに，内裂が焼けたとき，買五回、桂芳

明へ移ったという市型である。 『日本紀略』点元元 (976)年5月11日条に内到の亡舟殿から山

火したので!阿融実主誌は11I官・皇太子とともに，:&:跡門から山て桂昔幼に避躍したが，火気治、事

掛んになったので，天品はさらに時制明司に，また，中官・皇太子は経世寮に砂ったとある。

出火の際の 『掴堂開内記J'I小右記』 によると ，長事14【1015)年日月 171:1，内裏で山火し条天弘はや

遜織の樋所
はり桂芳Viに避燈している。

このよフにみてく 6と，桂芳tJjは，摂関雌原氏の直凪として住用された時期もあったが，そ

れはむしろ特倒であって，内裏内の尉舎が火!I!・逃控等でf史用不可能になった郎などに王阜が 傘

砂御する干附的な抑世のあるー却でめったとみられる。

著書芳坊 郁Ji訪は主創W'Jから朔平門に向う過の，東側区画の東端， すなわち桂芳妨の車

時りにあり， 三時中最も小さb、。 南北に長い区域を占めており ，踏切i文剛 ・九条家本両図とも

に，南北仰の中心建物を画き，桂者には.r班」本に 5間4面とあることを付記している。陽

明文時本同には 「理事労坊」とは記入せず虫白のままになっている。九条家本図には.r掌芳坊J • 

御樋殿の文字がみえ. r就いは嗣圃酎Jとあり，御掴肢といフ別祢があったことをしめすが，これと

は別に，陽明文町本・九条家本の両国には，l{fJ.Jj拙の東南に接してj 小さ(r師樋世〈阿)J

を画いている。

女里町 『西宮記J(栓八所々郁)には，葦芳幼にk殿町あり ，と記されており，ここが内田に仕える女

慣のひかえる場所でもあったことがわかる。

b 、まかかげてきた三坊に関する史料は勾代的に輔があり，同一時間における三訪のN!われ方

はなお定かではなも、。しかし醐休幼以下の三幼は，一時的な掬在所あるいは刊>1'.女浦町とい

ヲよフに内耳の11桂にあって子術的空間としての世捌をはたしているといえよう。

中和院 中重の中には， 三tJjのほかに， 中~l院 ・ 内酬司 ・ 呆女司がある。中稿1院には，神事をお 乙仕

場B

ヲ場所をもふ〈み，桂 2者は，食事 ・身のまわりなど 1 天皇の日々の世話をおこなう人々がつ事

める場所である。内部に近接して，これらが存夜することは容品に理解することができ否。
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山 中盤外の官何

今回の措担調査地tli町田絡を考える時，平宜百中垣の官司 ー施設をとりあげるのみでは，充

分とはも、えまし、。こ ζでSIJ!!"!外，す伝わち中m同辺の官街 ・施設を一瞥しておこう。なお，

「中虫外」とい フ11且は， ~日本配時j(後出 6) 点元元 (976) 年 5 月 11 [1条の内説火虫につい 中 z外

. ての記械に，r中並外合M不蹄」 とみえるものである。

中正の東方には，北から梨本，職制曹 u]，外記 ・韮所等のある侍健所一郭，東 ・西前!ljがあ 中盤の東方

る。梨ぷは仁明天皇時の嗣所，職調曹司は'1'町職の嗣曹司であり，ヨ1・西副wは*'，'1"すなわち

皇太子の居処である。中且の北方には，東から鎚般車 内蔵事 ・帥部事がならんでいる。縫取

飛はl 叫鎚ほか女自[の考出!および統帖をおこなうロ内政寮は， 供御川の時物'tiを廿帖する'o'j苛

・であり v柿部Y.FはIil肱 ・世世に関係す益性所である。 このほか中唯の両方には，北に図占生存， 中貨の酋方

出に造酒寸，その凹に内匠繋が配主れている。

W 官街位置の比較

平成百で，どの宮術がどこに位位したかは，まだよくわかっていなし、。 Lかし現状で屯JZで

きる眠りで，平成 平宜二宮における内世間辺の'Ii商位置を比へてみよう。まず両日で所冶の

$位置が追っていたとみるべきものとして，古内'打 ・大腸職がある。平娘吋町宮内省は，内型車 平場平安

方に位置したことが雌世脱できる。内主東大塩の班ブ'i20仰を間流する東大開 SD27凹からは，

宮内省に凶週す否記世のある木1m.i品占土器が多数Hl土しており ，その年代が天平脚宝から摂

i北米におよんでいる乙とから，下f内省はおそくも天平勝主ころ以米一日しτ，内型車力にあっ

" たと考えてよb、。乙れに対して，平交日の宮内'打は官域'"半東方に位目しており ..>Jl身長官の官

$内省の所夜位田とはかなり遣っている。

宮の宮内省

τ1広島氏日大蛸職は，背中央の北方にii{cしたと与えている。しかし，平安出入路峨は，日域出 平城'l'i/
宮の大..

~!~ Jl!万の ， 待賢門のす <1何に位位 している。ちなみに，最近の~\'~ 伐によって!出回'パの典wm
が内硯北方に所仕したことが判明したが，'1;-:点目の烈業併は，官差点耐ド凶方に位世している。 蔵原平安

曹の典綴寮
このよヲに，(藤原宮〉 ・4匹以官 平安官に!;l，同一官街でありながら，}育11位世を異にす.;(，の

・がある。しかし.だからとい勺て，平安宮古悶によって平城官官街の配置を想定することの古

韓を否定する ζとはできなu、。すなわち，宮内 '1'務両省内被管である内国内I:l'ii;"的な供事行

司は平城宮におし、ても j 百日記官古園の配置tにみられるよ フに，内証』問迫にあったと考えるのが

妥当であって，その111では平虫干I古国はやはり軍事な質料といえるだろう。

さらに，内国北辺町性絡を考えるjで参考になるのは，向車」じ門である玄陣門が，九条家本

$凶の出占6こ，r.e古 耳~:r!:l 日玄陣門に 11'，入し，勅有り男千此I"J を通るを許さざる也J とある

ζとであって，それが!;.:，!，¥，J，t[.川の門fごったことをしめしている。このほか，期平川はgl1fiの北

門であって，r縫殿帥」ともよばれ cft合弁妙心，縫般Y.fが守挫する't¥I"Jだったζとがわかる。

3) 5D27凹出土の木簡で，宮内省に出越する記犠
があ..のは，2田 4.2臨調，，2曲 7.2162.2174(~'J 

V閤111土天平勝宝7年木簡伴仙)， 2殴殉〈第E

mltl土天平防宝天平宝平木簡作IIDがあり ，

ill也土聴には，r口内省J. r宵内天長節j(第 U
"，・

M 平身長'，.;.;vの土相手出〉がゐ否〈円以直木簡

ニ』解鋭 pp.14). 1928年に知lI¥l古は 5D27ω

の上流部分2均所の発姻で，r口内省J'r'tiJ 
宮 拘

「内紛J生どの民磁土Z訟をみいだしており，ζれ

らが宮内省内帰司をさすこと を術嫡している.

r平妓百遺称及遺物の別査報告JI祭良保史燐名

勝天然記念物例査制告』第12冊 193~ 年). こ

のうも 「内仰向Jffil~1土綜 li ， 岸の~illl闘から

平銭高Vの気型地綜八回とみられる.
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